
（３７）塩屋谷川 

操業区域：次の点Ａ及びＢを結んだ線から上流の区域 

Ａ 塩屋谷川左岸導流堤突端南西角（北緯 34 度 37 分 55.1 秒、東経 135 度 4 分 57.3 秒） 

Ｂ Ａから正西（270 度）の線と対岸（塩屋漁港東護岸）との交点 

（北緯 34 度 37 分 55.1 秒、東経 135 度 4 分 56.4 秒） 

（注）緯度経度は秒の単位を端数処理により小数第１位までとしているため参考値 

 

【参考】各点のグーグルマップ リンク（点Ａ、Ｂ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）赤線：操業区域下流端（点Ａ及びＢを結んだ線） 

(ア)下流端拡大図 

操業区域図 

https://goo.gl/maps/xpRucEyp33i1TmBEA
https://goo.gl/maps/tnnucHEKsoeJYDRV7

